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平成 29年 4月 14日 

アンケート調査結果に対する回答について 

                           一般社団法人全国地質調査業協会連合会 

 

地下工事の安全技術の確立には、官民が所有する地盤・地下水などに関する情報を共有化するための「地

盤情報データベース」の構築が必要です。この「地盤情報データベース」を的確に利用することで、計画・

設計・施工の各段階における地盤リスクの抽出を行い、地盤のリスクを回避することが可能となります。 

一般社団法人全国地質調査業協会連合会（以下、「全地連」という。）の現在の取り組みと「地盤情報デー

タベース」の構築に関する留意点について示します。 

 

１．全地連の取り組みについて 

全地連は、これまでに国のユビキタス事業とオープンデータ戦略に基づき、国土交通省に協力をいただき

ながら、以下のサイトを構築し運営しています。 

・こうち地盤情報公開サイト 

高知市を中心とした地域を対象に、ボーリングデータ、土質試験結果を集約し公開。地質断面図，3

次元地盤モデル，孔内水位分布図なども重ね合わせて表示することが可能。 

https://geonews.zenchiren.or.jp/kochi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地下工事の安全技術の確立 

①官民が所有する地盤・地下水等に関する情報の共有化 

②計画・設計・施工の各段階における地盤リスクアセスメントの実施 

【こうち地盤情報公開サイトより】 

ボーリング柱状図 

地下水位段彩図 

3 次元地盤モデル 
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・全国ボーリング所在情報公開サイト 

全国を対象に、ボーリングデータを集約し、限定公開（収集した自治体等との覚書により、公開範囲

は関係者に限定）。 

https://geonews.zenchiren.or.jp/zenkoku/index.html 

 

今後、官民が所有する地盤・地下水等に関する情報が、全国統一した形式の「地盤情報データベー

ス」として構築されれば、多くの方々ならびに多方面に亘る利用が期待されます。 

今までの具体的な利用例を以下に示します。 

・平成 28年の熊本地震直後に全地連が開設した“熊本地震・緊急公開サイト”は、現在も公開を続け 

ています。 https://geonews.zenchiren.or.jp/2016KumamotoEQ/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「地盤情報データベース」の構築に向けて 

（１）公開の是非について 

  国土交通省は、地盤情報公開サイト「Kunijiban」を通じて地盤情報を公開し、その活用を促していま

す。一方、地方公共団体の地盤情報の公開の状況は、「公開」と「非公開」が混在しています。 

「非公開」としている主な理由は、著作権の問題と地盤情報が個人情報であるという点でありますが、 

 国のオープンデータ戦略によって、原則、公開されるべきものと考えます。 

（２）地盤情報の品質確保について 

官民の地盤情報の共有化により構築される「地盤情報データベース」に登録される地盤情報は“その内 

容・項目及び精度が担保”されていることが重要です。 

①地質調査業務の品質確保について 

「地質調査業者登録規程」の運用と「有資格者」の活用による品質確保が望まれます。 

地下の目に見えない情報を取り扱う地質調査には、高い技術力と技術者倫理が求められています。 

これを担保するために、建設省（当時）が 1977年に「地質調査業者登録規程」を制定しています。現

在、国や地方公共団体等が地質調査業務を発注する際の要件となっており、地質調査業務の品質が保持

（ノート PC 版） 

【熊本地震・緊急公開サイト】 

https://geonews.zenchiren.or.jp/zenkoku/index.html
https://geonews.zenchiren.or.jp/2016KumamotoEQ/index.html
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されています。一方、民間の業務においては、本規定の適用外であるため、少なくともボーリングを伴

う地質調査を実施する場合には、有資格者の活用による品質確保策が必要になると思います。 

最近改定された以下の２つの要領には、「地質調査技士」の資格保有者に関する記述が加わりました。 

・ボーリング柱状図作成及び ボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説（平成 27年 6月）」 

・「地質・土質調査成果電子納品要領・同解説（平成 28年 10 月）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地盤情報の電子成果品の品質確保について 

   平成 13年度より直轄事業の電子納品が開始され、地盤情報に関しても「地質・土質調査成果電子納品

要領」に則って電子成果品を作成して、納品しています。 

地盤情報の電子成果品に含まれるエラーは、電子納品以前から存在する誤りと、電子納品以降に発生

したエラーとに大別されます。 

    電子納品以降に発生したエラーの内、調査位置の緯度・経度の記載ミスは、地盤情報を共有する上で

もっとも大きな影響を与えます。日本の複雑な地盤を解釈する上で、調査位置の正確な座標読み取り作

業が重要です。 

全地連は、地質調査業務に精通し、電子成果品として納品する地質情報の品質管理能力も有する技術

者として「地質情報管理士」の資格制度を制定しています。業務実施時に「地質情報管理士」有資格者

を活用することが電子成果品の品質確保につながります。「電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査

編】」にも、「地質情報管理士」有資格者の活用が推奨されています。 

（３）地盤情報を取り扱う専門の機関の設立の必要性について 

官民のデータを効率良く収集し、データの保管と運用について専門に扱う機関の設立が必要です。ま

た、デジタル化された地盤情報の内容をチェックする作業は繁雑で、幅広い知識と専門技術が必要とさ

れます。今後、民間の地盤情報を扱うことになれば、これらを効率良くチェックし、品質保証を行うこ

とも必要となります。 

  品質保証のための作業は、以下が想定されます。 

   ・不良データを除いて良質なデータのみを選別したフィルタリングサービスを行います。 

   ・全てのデータに品質評価フラグを立てて情報提供を行います。（情報の差別化） 

   ・ボーリング情報だけでなく、補足資料として有効なサウンディング等の電子データの収集を行 

い、併せて品質評価を行った上で情報提供します。 

【土質ボーリング柱状図 「標題欄」への記載例】 
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３．地盤情報の利活用について 

地盤リスクの早期発見 

広域的に連携し、かつ電子データ化されたボーリングデータなどが容易に入手できるような環境が整え

ば、次のようなケースで地盤リスクを早期に発見できる可能性があります。 

・国や地方公共団体等の事業者が事業計画を立案する時 

・調査業者がプロポーザル方式、総合評価方式で提案書を作成する時 

上記のような段階では、実際にボーリングを行うことはできませんが、広域に連携された電子データが存

在するならば、地質断面図を必要に応じて作成することができます。 

結果として、地中に隠れていて見逃しやすい地質リスクに気づく可能性が高まると考えます。これについ

ては、ボーリングデータが集まるほど精度向上することが期待されます。 

最近の動きとして、国土交通省は、平成２９年度から発注者と設計業務の受託者（設計者）が行う合同で

の現地踏査や、施工者を交えた３者会議に地質技術者を参画させる取り組みを試行します。関係者間での地

盤リスクの共有を目的としていますが、地盤情報の有効活用に繋がって行くと思います。  

建設事業等の目的で調査されたボーリングデータを眠らせることなく、有効に二次利用すれば「計画から

維持管理までの長い期間活用できる貴重なデータベース」となります。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 


